
保険商品に関するお問合わせ先

加入者証がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◎ 加入者証郵送時期：5 月下旬～ 6 月下旬

加入者証

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生・こども総合保険などにご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サー
ビスです。＊メンタルヘルス相談は、被保険者の保護者の方のみ利用可能です。ただし、被保険者本人に関する相談に限ります。詳しくは、代理店・扱者ま
たは引受保険会社までお問い合わせください。

健康・介護ステーション URL：https://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/
インターネットにて健康･医療､
介護に関する情報をご提供します。

健康・医療（※） 暮らしの相談　平日14：00～ 17：00
■ 健康･医療相談（医師相談は一部予約制）
■ メンタルヘルス相談
■ 医療機関総合情報提供
■ 診断サポートサービス（各種人間ドック機関紹介等）
■ 三大疾病セカンドオピニオン情報提供
■ 女性医師情報提供、女性医師相談（医師相談は一部予約制）

■ 暮らしのトラブル相談（法律相談）
■ 暮らしの税務相談
　弁護士･税理士との相談は予約制

お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を
依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象と
なりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・
扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

※メンタルヘルス相談：平日9:00 ～ 21:00、土曜日10:00 ～ 18:00、メンタルヘルス相談以外：年中無休24時間対応。○サービス受付の電話番
号（通話料無料）は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。○平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月～金をい
います。○お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。○本サービスは、引受保険会社
の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。○本サービスは予告
なく変更･中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報提供・紹介サービス　平日10：00～ 17：00

■ 子育て相談（12才以下）
■ 暮らしの情報提供（冠婚葬祭､ボランティア情報）
■ 安心な暮らしをサポートする事業者の紹介

ご相談無料生活サポートサービス

万一、事故が起こった場合は
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。

事 故 は いち早く
0120-258-189（無料）

三井住友海上事故受付センター

※対応可能な事故は限定されています。
　詳細はＷＥＢ画面をご覧ください。

24時間 365日
事故受付サービス

は、こちらから

「インターネット
事故受付サービス」

事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便利です。

育英費用と学資費用の違いは何ですか？Q2
A2 育英費用は、保険金全額を一時金としてお支払いします。（保険期間中、1度だけ保険金をお支払いします。）

学資費用は、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日以降に被保険者が実際に負担された学資費用について、支払年度ごと
に保険金額を限度として保険金をお支払いします。
ただし、扶養者が扶養不能状態となった日以前に負担した学費は補償されませんので、ご注意ください。

自分の持ち物を壊してしまった場合の補償はありますか？Q3
A3 携行品損害補償が対象になります。ただし、自宅外で発生した事故に限ります。

　例① 通学中に制服が破れてしまった。
　例② 学校でノートパソコンを落として壊してしまった。

日常生活で他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償はありますか？Q1
賠償責任補償が対象となります。学校からの貸与品（ノートパソコン、タブレット、楽器など）も補償されます。
日本国内の事故の場合、示談交渉サービスもセットされています。（受託物の事故を除きます）A1

よくあるご質問

扶養者はだれを指定すればよいのですか？Q4
A4 被保険者を扶養しており、次の条件をすべて満たしている方です。

①親権者であること　②被保険者と同居していること（下宿、単身赴任等、就学上の理由による別居を含む）
③世帯の生計を維持していること　※詳細はパンフレット別冊をご参照ください。

保険期間中の世帯の生計を維持する方が変更となった場合はどのようにすればよいですか？Q5
扶養者の変更手続きが必要となりますので、お問合わせ先にご連絡ください。A5

B25-901460　承認年月：2025 年 12月

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
千葉支店 千葉第一支社
TEL：���－���－����
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-7-4
　　　　　 三井住友海上千葉ビル6階

【代理店・扱者】
【共同募集代理店】株式会社 敬愛サービス　担当：岡田・玉上

TEL 043-306-8964
〒263-8588 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目5-21 敬愛大学2号館3階
【事務幹事代理店】三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社　千葉支店

申込締切日

2026年 （火）3 31

二次元コードを携帯電話で読み込み、
アクセスしてください。
（通信料がかかります。）

スマホか
ら

いつでも
チェック！

補償内容を
1分動画で解説！

団体割引

30％適用

重要なお知らせです

学生みらいプロテクター
学生・こども総合保険

2026年度パンフレット
「学生・こども総合保険パンフレット別冊」を必ずあわせてお読みください。

保護者の皆さまへ

＊各自治体の条例に対応！（自転車保険等の義務化）
＊友人のスマートフォンや学校から貸与された
　ノートPC、タブレットを壊すなどして法律上の
　損害賠償責任を負ってしまったときに！

＊ご自身のカバン、メガネ、
　ノートPCを壊して
　しまったときなどに！

この保険にご加入いただくと

ケガ
・
病気

賠償
責任

育英
費用

携行品
損害

生活用
動産

借家人
賠償

生活
サポート
サービス

自宅通学生 自宅外通学生

敬 愛 大 学

日本私立中学高等学校連合会

なるべく入学手続きと同時にお手続きください
締切日を過ぎましても、ご加入は可能です。

保険期間終了まで保管ください

学資
費用

（F1・F3セット）
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保険料（一時払）

保険料
お支払い手続き
（クレジットカード決済）

STEP

1
STEP

２
STEP

３
STEP

４
CRED I T  CARD

WEB申込

ご加入セット別の保険金額と保険料

傷害による入院・通院、疾病による入院・退院後の通院は1日だけでも補償の対象になります。POINTPOINT

●上記は職種級別Ａ（学生等）の保険料です。お子さまがそれ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●賠償責任補償等においては、補償内容が同様の保険契約が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約
の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（注１）前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
（注2）寮・下宿生・一人暮らし（借家にお住まい）の方のみ加入できます。
（注3）賠償責任補償の被保険者の範囲はパンフレット別冊をご参照ください。
（注4）放射線治療保険金は、1回の放射線治療について疾病入院保険金日額の10倍をお支払いします。疾病通院保険金は、退院後の通院が対象です。
（注5）学資費用保険金・疾病学資費用保険金の学業費用支払対象期間は満期日までです。
（注６）生活用動産保険金の免責金額は、１回の事故につき、盗難の場合３万円、火災・落雷・破裂・爆発の場合０円、その他の場合１万円となります。

F1 セット F2 セット F3 セット

団体割引30％適用

申込み後は卒業予定時まで手続は不要

日本私立中学高等学校連合会を保険契約者とする
団体契約のため団体割引30％が適用されます。（注1） 

F4 セット

下記「WEB お手続きは
こちら」から、 申込画面へ
アクセス

学校、
加入セットを
選択

メールアドレスを
登録してログイン後、
必要事項を入力

卒業まで１度のお手続きで補償されます。ご加入方法

WEB お手続きは
こちら

自宅通学生 自宅外通学生

57,000円

入院補償

育英費用補償

学資費用補償

25.5万円 424.7万円 60.2万円 459.4万円

（一時金）300万円 （一時金）300万円（一時金）300万円 （一時金）300万円

（1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円
（疾病）手術保険金：入院中の場合は（疾病）入院保険金日額の10倍、それ以外は（疾病）入院保険金日額の5倍

（1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円

20万円 20万円

50万円

300万円

50万円

300万円

通院補償

賠償責任補償（注 3） 3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

保 険 期 間

71,000円 59,000円

借家人賠償責任補償

ケ
ガ
・
病
気

死亡・後遺障害補償ケ
ガ

ケ
ガ

（注4）

ケ
ガ・病
気

（注5）

69,000円

おす
すめ

おす
すめ

携行品損害補償

生活用動産補償（注6）

４年間　＜大学生用＞

2026年4月1日午前0時～2030年4月1日午後4時（満期日）

（支払年度ごと）

100万円
（支払年度ごと）

100万円

お
子
さ
ま
本
人
の
補
償
育
英・学
業
費
用

（注2）

●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約／細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の
障害についても、傷害保険金をお支払いします。

●熱中症危険補償特約／急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害の場合も、傷害保険金を
お支払いします。

●天災危険補償特約／地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金、
　育英費用保険金、学業費用補償特約の規定による学資費用保険金をお支払いします。

全タイプに右記特約をセット

日本国内・海外とも補償

下記 URL または二次元コードから、申込画面へアクセスしてください。
https://sci.ms-ins-digital.com/apply/sci04/_ag/AHJ63275S/2026

※免責金額は、1 回の事故につき、盗難の場合 3 万円、火災・
落雷・破裂・爆発の場合 0 円、その他の場合 1 万円となり
ます。

家財の偶然な事故による損害を補償

学校生活だけでなく、日常生活での
スポーツやレジャー、旅行、
アルバイトやインターンシップ等での
ケガで入院・通院・手術したとき
病気で入院・手術・退院後通院したとき  など

日常生活で賠償事故を起こしたとき

補償のラインアップ

日
本
国
内
・
海
外
と
も
補
償
（
賠
償
責
任
補
償
は
一
部
日
本
国
内
の
み
補
償
）

賠償責任補償

賠償責任保険金

お支払いする保険金の種類

事故例

自宅外で、自分の持ち物が偶然な事故に
より損害を受けた場合

携行品損害保険金

お支払いする保険金の種類 ※1回の事故につき、3,000円を自己負担していただきます。
※損害額は、1個、1組または1対のものについて
　10万円が限度となります。

死亡保険金、後遺障害保険金、
入院保険金、手術保険金、
通院保険金
疾病入院保険金、疾病手術保険金、
放射線治療保険金、疾病通院保険金

お支払いする保険金の種類

お子さま本人の
ケガ・病気

借りている部屋を失火等で損壊して
しまったとき　　　　　　　　　　　など

生活用動産保険金

お支払いする保険金の種類

文化祭の準備中、杭にひっかかり
制服が破れてしまった。
体育の授業中、転んでメガネを壊
してしまった。
ノートパソコンを落と
して壊してしまった。

＊インターンシップ受け入れ先からも損害賠償責任を補償
　する保険の加入確認が行われる場合があります。

日常生活での偶然な事故により、他人の生命または身体を
害したり、他人の物を壊すなどして法律上の損害賠償責任
を負った場合に保険金をお支払いします。

入院（ケガ・病気）や通院（ケガ）は１日目から保険金をお支払
いします。

扶養者の方が、ケガにより死亡または
重度後遺障害になられた場合

扶養者の方が、ケガや病気により死亡また
はケガにより重度後遺障害になられた場合

保険金額の全額を一時金としてお支払いします。育英費用保険金
お支払いする保険金の種類
育英費用補償

学資費用保険金
疾病学資費用保険金

お支払いする保険金の種類
ケガ

ケガ

病気

借家人賠償責任保険金

お支払いする保険金の種類

就業体験（インターンシップ）、アルバイト中
の法律上の損害賠償責任も補償

寮の部屋の床を傷つけてしまった

借りている部屋で小火を起こし、
壁を損傷してしまった

駅の駐輪場で自転車を盗難され
た。

学校で不注意によりスマホを落
として壊してしまった。

例
①

例
②

例
①

例
②

入学後、ある日突然、学費を負担
していた父親が交通事故で重度
後遺障害になってしまった。

入学後、父親が心
筋梗塞により、死
亡してしまった。

例
①

例
②

例
①

例
②

例
①

例
②

例
③

学校から貸与されて
いるタブレットを
過って壊し法律上の
損害賠償責任を負っ
てしまった。
あやまって他人にぶ
つかり、大ケガを負
わせ損害賠償を請求
されることになって
しまった。

例
①

例
②

お子さまが部活動中
に熱中症にかかり、
5日間入院、退院後3
日間通院した。
お子さまが盲腸で
5日間入院、
入院中に手術を受け
た。

被保険者（お子さま）が実際に負担した学資費用の実額を
お支払いします。

学資費用とは、毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等を指します。

携行品損害補償
注目

注目

家主に対して負担する損害賠償を補償

学資費用補償

生活用動産補償

借家人賠償責任補償

・このパンフレットは、保険の概要をご説明したものです。ご加入に際して特にご確認いただきたい事項（「契約概要」）や、被保険者
にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項（「注意喚起情報」）、「ご加入内容確認事項」等は、右記リンク先に掲載
の「学生・こども総合保険　パンフレット別冊」にてご案内しています。保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお
支払いしない主な場合等の重要な事項が記載されておりますので、必ずご参照いただいたうえで、PDFファイルをご自身の端末に
保存していただくか、印刷し、保管していただきますようお願いいたします。
・PDFファイルによるご提供を希望されない場合、あるいはPDFファイルの閲覧ができない場合は、代理店・扱者または引受保険会社
までお問合わせください。

「学生・こども総合保険　パンフレット別冊」をあわせてご覧ください。

情報機器等に記録された情報を壊し、損害賠償責任を負われた場合も補償
管理下中の預かり品の損壊・紛失・盗難に起因する損害賠償責任も補償

細菌性およびウイルス性食中毒や、熱中症（熱射、日射）による入通院等も補償

セット名

F1・
F2

F1・
F3

F3・
F4

全
セ
ッ
ト
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保険料（一時払）

保険料
お支払い手続き
（クレジットカード決済）

STEP

1
STEP

２
STEP

３
STEP

４
CRED I T  CARD

WEB申込

ご加入セット別の保険金額と保険料

傷害による入院・通院、疾病による入院・退院後の通院は1日だけでも補償の対象になります。POINTPOINT

●上記は職種級別Ａ（学生等）の保険料です。お子さまがそれ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●賠償責任補償等においては、補償内容が同様の保険契約が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約
の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（注１）前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
（注2）寮・下宿生・一人暮らし（借家にお住まい）の方のみ加入できます。
（注3）賠償責任補償の被保険者の範囲はパンフレット別冊をご参照ください。
（注4）放射線治療保険金は、1回の放射線治療について疾病入院保険金日額の10倍をお支払いします。疾病通院保険金は、退院後の通院が対象です。
（注5）学資費用保険金・疾病学資費用保険金の学業費用支払対象期間は満期日までです。
（注６）生活用動産保険金の免責金額は、１回の事故につき、盗難の場合３万円、火災・落雷・破裂・爆発の場合０円、その他の場合１万円となります。

F1 セット F2 セット F3 セット

団体割引30％適用

申込み後は卒業予定時まで手続は不要

日本私立中学高等学校連合会を保険契約者とする
団体契約のため団体割引30％が適用されます。（注1） 

F4 セット

下記「WEB お手続きは
こちら」から、 申込画面へ
アクセス

学校、
加入セットを
選択

メールアドレスを
登録してログイン後、
必要事項を入力

卒業まで１度のお手続きで補償されます。ご加入方法

WEB お手続きは
こちら

自宅通学生 自宅外通学生

57,000円

入院補償

育英費用補償

学資費用補償

25.5万円 424.7万円 60.2万円 459.4万円

（一時金）300万円 （一時金）300万円（一時金）300万円 （一時金）300万円

（1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円 （1日につき）3,000円
（疾病）手術保険金：入院中の場合は（疾病）入院保険金日額の10倍、それ以外は（疾病）入院保険金日額の5倍

（1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円 （1日につき）2,000円

20万円 20万円

50万円

300万円

50万円

300万円

通院補償

賠償責任補償（注 3） 3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

3億円
（記録情報限度額 500 万円）

保 険 期 間

71,000円 59,000円

借家人賠償責任補償

ケ
ガ
・
病
気

死亡・後遺障害補償ケ
ガ

ケ
ガ

（注4）

ケ
ガ・病
気

（注5）

69,000円

おす
すめ

おす
すめ

携行品損害補償

生活用動産補償（注6）

４年間　＜大学生用＞

2026年4月1日午前0時～2030年4月1日午後4時（満期日）

（支払年度ごと）

100万円
（支払年度ごと）

100万円

お
子
さ
ま
本
人
の
補
償
育
英・学
業
費
用

（注2）

●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約／細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の
障害についても、傷害保険金をお支払いします。

●熱中症危険補償特約／急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害の場合も、傷害保険金を
お支払いします。

●天災危険補償特約／地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金、
　育英費用保険金、学業費用補償特約の規定による学資費用保険金をお支払いします。

全タイプに右記特約をセット

日本国内・海外とも補償

下記 URL または二次元コードから、申込画面へアクセスしてください。
https://sci.ms-ins-digital.com/apply/sci04/_ag/AHJ63275S/2026

※免責金額は、1 回の事故につき、盗難の場合 3 万円、火災・
落雷・破裂・爆発の場合 0 円、その他の場合 1 万円となり
ます。

家財の偶然な事故による損害を補償

学校生活だけでなく、日常生活での
スポーツやレジャー、旅行、
アルバイトやインターンシップ等での
ケガで入院・通院・手術したとき
病気で入院・手術・退院後通院したとき  など

日常生活で賠償事故を起こしたとき

補償のラインアップ

日
本
国
内
・
海
外
と
も
補
償
（
賠
償
責
任
補
償
は
一
部
日
本
国
内
の
み
補
償
）

賠償責任補償

賠償責任保険金

お支払いする保険金の種類

事故例

自宅外で、自分の持ち物が偶然な事故に
より損害を受けた場合

携行品損害保険金

お支払いする保険金の種類 ※1回の事故につき、3,000円を自己負担していただきます。
※損害額は、1個、1組または1対のものについて
　10万円が限度となります。

死亡保険金、後遺障害保険金、
入院保険金、手術保険金、
通院保険金
疾病入院保険金、疾病手術保険金、
放射線治療保険金、疾病通院保険金

お支払いする保険金の種類

お子さま本人の
ケガ・病気

借りている部屋を失火等で損壊して
しまったとき　　　　　　　　　　　など

生活用動産保険金

お支払いする保険金の種類

文化祭の準備中、杭にひっかかり
制服が破れてしまった。
体育の授業中、転んでメガネを壊
してしまった。
ノートパソコンを落と
して壊してしまった。

＊インターンシップ受け入れ先からも損害賠償責任を補償
　する保険の加入確認が行われる場合があります。

日常生活での偶然な事故により、他人の生命または身体を
害したり、他人の物を壊すなどして法律上の損害賠償責任
を負った場合に保険金をお支払いします。

入院（ケガ・病気）や通院（ケガ）は１日目から保険金をお支払
いします。

扶養者の方が、ケガにより死亡または
重度後遺障害になられた場合

扶養者の方が、ケガや病気により死亡また
はケガにより重度後遺障害になられた場合

保険金額の全額を一時金としてお支払いします。育英費用保険金
お支払いする保険金の種類
育英費用補償

学資費用保険金
疾病学資費用保険金

お支払いする保険金の種類
ケガ

ケガ

病気

借家人賠償責任保険金

お支払いする保険金の種類

就業体験（インターンシップ）、アルバイト中
の法律上の損害賠償責任も補償

寮の部屋の床を傷つけてしまった

借りている部屋で小火を起こし、
壁を損傷してしまった

駅の駐輪場で自転車を盗難され
た。

学校で不注意によりスマホを落
として壊してしまった。

例
①

例
②

例
①

例
②

入学後、ある日突然、学費を負担
していた父親が交通事故で重度
後遺障害になってしまった。

入学後、父親が心
筋梗塞により、死
亡してしまった。

例
①

例
②

例
①

例
②

例
①

例
②

例
③

学校から貸与されて
いるタブレットを
過って壊し法律上の
損害賠償責任を負っ
てしまった。
あやまって他人にぶ
つかり、大ケガを負
わせ損害賠償を請求
されることになって
しまった。

例
①

例
②

お子さまが部活動中
に熱中症にかかり、
5日間入院、退院後3
日間通院した。
お子さまが盲腸で
5日間入院、
入院中に手術を受け
た。

被保険者（お子さま）が実際に負担した学資費用の実額を
お支払いします。

学資費用とは、毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等を指します。

携行品損害補償
注目

注目

家主に対して負担する損害賠償を補償

学資費用補償

生活用動産補償

借家人賠償責任補償

・このパンフレットは、保険の概要をご説明したものです。ご加入に際して特にご確認いただきたい事項（「契約概要」）や、被保険者
にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項（「注意喚起情報」）、「ご加入内容確認事項」等は、右記リンク先に掲載
の「学生・こども総合保険　パンフレット別冊」にてご案内しています。保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお
支払いしない主な場合等の重要な事項が記載されておりますので、必ずご参照いただいたうえで、PDFファイルをご自身の端末に
保存していただくか、印刷し、保管していただきますようお願いいたします。
・PDFファイルによるご提供を希望されない場合、あるいはPDFファイルの閲覧ができない場合は、代理店・扱者または引受保険会社
までお問合わせください。

「学生・こども総合保険　パンフレット別冊」をあわせてご覧ください。

情報機器等に記録された情報を壊し、損害賠償責任を負われた場合も補償
管理下中の預かり品の損壊・紛失・盗難に起因する損害賠償責任も補償

細菌性およびウイルス性食中毒や、熱中症（熱射、日射）による入通院等も補償

セット名

F1・
F2

F1・
F3

F3・
F4

全
セ
ッ
ト
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保険商品に関するお問合わせ先

加入者証がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◎ 加入者証郵送時期：5 月下旬～ 6 月下旬

加入者証

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生・こども総合保険などにご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サー
ビスです。＊メンタルヘルス相談は、被保険者の保護者の方のみ利用可能です。ただし、被保険者本人に関する相談に限ります。詳しくは、代理店・扱者ま
たは引受保険会社までお問い合わせください。

健康・介護ステーション URL：https://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/
インターネットにて健康･医療､
介護に関する情報をご提供します。

健康・医療（※） 暮らしの相談　平日14：00～ 17：00
■ 健康･医療相談（医師相談は一部予約制）
■ メンタルヘルス相談
■ 医療機関総合情報提供
■ 診断サポートサービス（各種人間ドック機関紹介等）
■ 三大疾病セカンドオピニオン情報提供
■ 女性医師情報提供、女性医師相談（医師相談は一部予約制）

■ 暮らしのトラブル相談（法律相談）
■ 暮らしの税務相談
　弁護士･税理士との相談は予約制

お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を
依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象と
なりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・
扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

※メンタルヘルス相談：平日9:00 ～ 21:00、土曜日10:00 ～ 18:00、メンタルヘルス相談以外：年中無休24時間対応。○サービス受付の電話番
号（通話料無料）は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。○平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月～金をい
います。○お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。○本サービスは、引受保険会社
の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。○本サービスは予告
なく変更･中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報提供・紹介サービス　平日10：00～ 17：00

■ 子育て相談（12才以下）
■ 暮らしの情報提供（冠婚葬祭､ボランティア情報）
■ 安心な暮らしをサポートする事業者の紹介

ご相談無料生活サポートサービス

万一、事故が起こった場合は
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。

事 故 は いち早く
0120-258-189（無料）

三井住友海上事故受付センター

※対応可能な事故は限定されています。
　詳細はＷＥＢ画面をご覧ください。

24時間 365日
事故受付サービス

は、こちらから

「インターネット
事故受付サービス」

事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便利です。

育英費用と学資費用の違いは何ですか？Q2
A2 育英費用は、保険金全額を一時金としてお支払いします。（保険期間中、1度だけ保険金をお支払いします。）

学資費用は、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日以降に被保険者が実際に負担された学資費用について、支払年度ごと
に保険金額を限度として保険金をお支払いします。
ただし、扶養者が扶養不能状態となった日以前に負担した学費は補償されませんので、ご注意ください。

自分の持ち物を壊してしまった場合の補償はありますか？Q3
A3 携行品損害補償が対象になります。ただし、自宅外で発生した事故に限ります。

　例① 通学中に制服が破れてしまった。
　例② 学校でノートパソコンを落として壊してしまった。

日常生活で他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償はありますか？Q1
賠償責任補償が対象となります。学校からの貸与品（ノートパソコン、タブレット、楽器など）も補償されます。
日本国内の事故の場合、示談交渉サービスもセットされています。（受託物の事故を除きます）A1

よくあるご質問

扶養者はだれを指定すればよいのですか？Q4
A4 被保険者を扶養しており、次の条件をすべて満たしている方です。

①親権者であること　②被保険者と同居していること（下宿、単身赴任等、就学上の理由による別居を含む）
③世帯の生計を維持していること　※詳細はパンフレット別冊をご参照ください。

保険期間中の世帯の生計を維持する方が変更となった場合はどのようにすればよいですか？Q5
扶養者の変更手続きが必要となりますので、お問合わせ先にご連絡ください。A5

B25-901460　承認年月：2025 年 12月

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
千葉支店 千葉第一支社
TEL：���－���－����
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-7-4
　　　　　 三井住友海上千葉ビル6階

【代理店・扱者】
【共同募集代理店】株式会社 敬愛サービス　担当：岡田・玉上

TEL 043-306-8964
〒263-8588 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目5-21 敬愛大学2号館3階
【事務幹事代理店】三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社　千葉支店

申込締切日

2026年 （火）3 31

二次元コードを携帯電話で読み込み、
アクセスしてください。
（通信料がかかります。）

スマホか
ら

いつでも
チェック！

補償内容を
1分動画で解説！

団体割引

30％適用

重要なお知らせです

学生みらいプロテクター
学生・こども総合保険

2026年度パンフレット
「学生・こども総合保険パンフレット別冊」を必ずあわせてお読みください。

保護者の皆さまへ

＊各自治体の条例に対応！（自転車保険等の義務化）
＊友人のスマートフォンや学校から貸与された
　ノートPC、タブレットを壊すなどして法律上の
　損害賠償責任を負ってしまったときに！

＊ご自身のカバン、メガネ、
　ノートPCを壊して
　しまったときなどに！

この保険にご加入いただくと

ケガ
・
病気

賠償
責任

育英
費用

携行品
損害

生活用
動産

借家人
賠償

生活
サポート
サービス

自宅通学生 自宅外通学生

敬 愛 大 学

日本私立中学高等学校連合会

なるべく入学手続きと同時にお手続きください
締切日を過ぎましても、ご加入は可能です。

保険期間終了まで保管ください

学資
費用

（F1・F3セット）
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